
様式第 1号

指定管理者指定申請書

令不日4年  1月  21口

長浜市長 藤 井 勇 治 様 あ て

(申 講者 )

所 在 地 滋賀県長浜市

湖】ヒ‖げ尾Jと

4B合同

山本 享平

0749 (79)

山本 享平

指定管理者の指定を受けたいので、長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例第 3条の規定により、下記のとお りに日請します。

記

1 施設の名称 湖北みずどリス>―ション

2 添付書類

団 体 名

代表者氏名

電   話

担 当 者 名

添付書類 申請者確認′lbl 市確認欄

1 指定管理者指定申請書 様式第 1号 □ □

2 督約書 様式第 2号 □ □

3 団体′
l十九要菩 様式第 3号 □ 回

4 法人の組織体制図
当初の組織体制か らの変更点が

わかる書類

5 当初の事業計画菩との変更点 様式第 4号 □ □

6 当初の事業計画書 □ □

7 当初の収支計画書 □ □

8
法人等の定款、寄付行為、規約、

会則その他これ らに準ずるもの
□

9 登記事項証明書 □ □

10 法人等の決算 P大月係書類

過去 2年分の事業報告書、貸借封

照表、損益計算書、法人税確定申

告書 (別表 1・ 4・ 5-(1))そ の他

これらに準ずる書類

11
納期が到来 している国税等に未

納がないことが分かる証明書

直近の会計年度の司I業計画書及

び収支予算書
□

12 □ □



様式第 2号

誓   約   書

2022年  1月  21日

長浜市長 あて

(申 詰者 )

所 在 地

団 体 名

代表者氏名

滋賀県長浜市

湖北円]^尾上 107
4B合同会

山本 享平

湖北みずどリステーション.の指定管理者指定申請を行 うにあたつて、下記の事項につい

ては真実に相違ありません。

なお、申請者の備えるべき資格のうち、暴力団排除に係る欠格要件該当の有無について、

「長浜市における暴力団り日余に係る相互連携に関する合意書」に基づき、長浜警察署及び木

之木警察署に照会することを承諾 します。

記

1 湖北みずどリステーション指定管理者募集要項 「7申請することができる者の資格」

に定める欠格事項に該当せず、申請者 としての資格を有 していること。

2 洲北みずどリステーションにおける指定管理者指定に口詰書等の提出書類に記載の事項

は司〒実に相違ないこと。



様式第 3号

2022(イ手不日4)勺三  1月  21日 現て正

団体概要書

直1殊宅務ミ 4B番岡答堆E

法人格 合同会社

代表者‖哉・氏名 代表社員 山木 享平

団体の所在地
T529-0364
滋賀県長浜市湖北町尾上 107

設立年月 日 202041ミ  7月  29に |

資本企 10万円

職員数
正社員

合計

2

13

人 / その他

人 (2022年  1月

11   メ 、

21日 現在 )

設立赳 旨

株式会社 紅仙いとの経理分離を念頭に設立された会社で、紅鮎役員で

ある山本享平氏が代表社員を務める関係から、株式会社 紅魚Iいの意思

決定に下で運営を行っています。合同会准L形式にしたのは時代の変化

に合わせて機動性を高めるためで、経済情勢や時流に合わせた経営戦

略の素早い怯換を可能にするために設立しました。

沿   革

令不H2年

十司 41・

4B合同会社として設立

道の駅 「湖北みずどリステーション」を経埋上、

見えやすくするために、紅魚十イ役員より出資を受ける。

レス トラン営業許可等を取得

道の駅 「湖北みずどリステーション」営業に関与

令不H2ノ上
l三 夏

令和 241i9)]

主な業務内容
道の駅の運営に関すること、水辺の暮 らしの提案

類似施設の管理

に関する実績

な し

財務状況

(過去 3年間の状況

につ いて記入 して

くだ さい。 )

年  度 2020年 度

総 収 入 101,495千 円

総 支 出 109,251千 円

当期損益 △7,545千円

累計損益

特記事項
詳和‖は添付の決算書および試算表でご確認ください。

応募に関する

担当者連絡先

氏 名 山本 享平 部署・〕賊名 フロント・専務

TEL 0749-79-0315 FAX 0749-79-1265

メー‐ル yamakiyo@hotmail.com

注 1 41J成 団体ごとに作成 してください。



指定管理者申講者役員名衛

2022年   1月  21日 現在

団体名イ//1く

4B合同会准ヒ

団体の所在地
T529--0364

滋賀県長浜市湖北町尾上 107

注 1 この名簿には、法人にあつては代表者のほか非 を む役員及びその経営に事実上参加 してい

る者、法人格を有 しない団体にあつてはその代表者及び経営に事実上参加 している者全員について

記入 してください。

注 2 この才1簿 により提出いただいた個人情報は、募集要項に規定する欠格事項の該当の有無を確認す

るための照会に使用することがありますので、あらかじめ御了承ください。

′にL男可 とL勺二月 日 住所役職名
ふりがな

氏 名

苫パ Y学 男 S51.12,4
T529--0264

滋賀県長浜市湖北‖]‐尾上 107
代表社員

一Ｔ

一Ｔ

一Ｔ

一Ｔ



組織 。指揮命令系′ヽ し
缶体一丁

ノ
／
１現

= 名義移行後 (将来)

駅長代理 :山本享平
*駅長は昨年、交通事故による

急死で人選中。

料理長  :内藤豪

総務経理 :下元喜笑子
ほか、パー ト11名

(役員に山本享平)

株式会社紅鮎

(代表社員に山本享平)

4B合同会社

山本清蔵・ゆきゑ

【株主】

合資会社山本

交通事業

(計画)

通販事業

(計画)

I II下 IFコ r11.

|II!つ Ⅲ(±111)

itl(| ||〕 く||:引と

株式会社紅鮎

(宿泊事業)

代表 :山 本享平

合資会社山本

(人財・旅館メンテ)

代表 :山 本清蔵



様式第 4号

当初事業計画との変更′点 および 事業・収支計画書

2022年 01月  21日

長浜市長 あて

(申詰者 )

所 在 地 滋賀県長浜市

湖北円
]‐尾上 107

団 体 名

代表者氏名

偏且      言舌

担 当 者 名

4B合 同

山本

0749 (79)

山本 享平

指定管理者の名義変更に当た り、当初計画から進捗のあつた部分を追記 し、今後の事

業継続に関して、申請時の計画より変更がない旨を申し添え、下記のとおり申請します。

記

事業計画書

2 組織体制 口職員配置等 【審査基準 :条例第4条第4号】

(1)管 理運営の組織体制を提示 してください。

予 留°

'■

を
'コ

F

長浜市
|

催塵護菊磁溜
S・ 約阪も七観

Httrl`、 こ

“

 尊

亀I層 臨 トイレ

怖七白,1構 報発E施設
コミュニティ脇鹸
鮨堕襲説 寄

韓‖岳縄Ц明官
生とき・巴店も看 率l用と・苺R・ 題l体磐



(2)管 理運営に係る職員配置及び今後の採用計画を提示 してください。

(職員の採用計画)

運営の主i印 |は常勤の 3名。他にメインのアルバイ ト2名 と来店ピークに合わせて

出社するアルバイ ト10名 で構成。繁忙期に合わせて追加。非常勤スタッフの 50%

以上は長浜市または隣接自治体在住者 とする。営業,H始前に人員の確保を目指す

が、繁忙期対応はこの限りではない。ただし、営業の状況により、必ず しも定員

いっぱいでの運営とはならないことがある。

(3)人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示してください。

・観光振興に欠かせない 「若者・バカ者・よそ者Jの視点に従い、新 しい視野を持つ外

部人材の登用と地域の魅力を良く知る地元若手人材の活用を併用することで、活気ある

環境づくりに取り組む。

・地域や観光を学ぶための月一回以上の研修を通 し、道の駅外での観光振興への取 り組

みや周辺施設との連携、地域との逆携を創造できる人材の育成を目指します。

役職 担当業務内容 資格 B能力等 雇用形態 勤務形態

写尺長 道の駅の運営管理総括 甲種防火管理者 常勤
通常勤務

7 : 30-16 : 15

扁ば鰯ミ長 同  総括布「佐 甲種防火管Jl者 常勤 通常勤務

10:00-18:45

訓〕ll長 同 飲食都 PЧ 責任者 ]Bttl常雨j色評r 常助 通常勤務

8 : 30-17 : 15

総務。経J! 総務・会計業務補佐 締 ¬L 非常_Eブl シフ ト制

経J賄「佐 会計業務ネ‖ユ佐 非常勤 シフ ト制

接客① フロア (レジ・うと注管理布「佐) )|=常 勤 シフ ト制

接客② フロア (レジ・検辞1) )F缶争勤 シフ ト制

接客③ フロア (レ ジ・検汗1) 非常勤 シフ ト制

接客④ フロア (レジ・検品) )|と 言子勤 シフ ト制

接客⑤ レス トラン (訓 ]lll右「佐 ) 訂lJ!師免許 (理想 ) )|=笛子勤 シフ ト制

接客⑥ レス トラン (Pl毘I!柿佐 ) 非常勤 シフ ト制

接客⑦ レス トラン (接客メイン) 非常勤 シフ ト制

接客③ レス トラン (接客メイン) 非常勤 シフ ト制

接客⑨ レス トラン (接客メイン) 非常勤 シフ ト制

接客⑩ 繁忙期対応 非常勤 シフ ト制

清掃・接客 清掃中心に他部署をHELP 非常勤 シフ ト制

清掃・接客 清掃中心に他部署をHELP 非常勤 シフ ト制

′llllが 不足する錫合は、同様の書式で別紙 (A4)戸又)を作成してください。



3 利用促進等 【審査基準 :条例第 4条第 耳号及び第 2号】

(1)施設の利用促進に向けた具体的な取組 (施設の特色を活か した自主事業の展開を含む。)及び達成

目標を提示 してください。

・SNSを使った広報、誘客活動 ⇒ Tnsta、 Twitter、 Facebookで 広報中

・隣接施設である野鳥センター (湿地センター含む)と の連携

⇒ フォ トコンテス トなので連携中

・生産者団体、納入業者様との積極的な脇業

⇒ 役員会への参加や説明会の開催を通 して、定期的な情報交換を実施。

・体験型コンテンツの開発 と販売 ⇒ 観光脇会に申諦予定

・夕陽の名勝をしつかりとPR

・水辺にある立地を活かした道の駅のイメージづくりと発信

・休館 日と営業時間の見直しによる来場者増

・活プメしくな白主事業の実施による利用者磐

【達成目標】

年度 利用者数 積算根拠

令和 2年度 89,523ノく、 )]当 たり1,000名 の来場増を積算根拠としている

が、事業受託当初よリコロナ禍が継続 しており、

初年度は7か月で想定を30%下回る入込数に終わ

つている。コロナ柵は継続中で、今年度以降もか

なりの苦戦が予想 されている。

令和 8年度 212,000人

令和 4年度 224,000人

令和 5年度 236,000ノ、

令和 6勺三度 248,000人

(2)地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示してください

。尾上自治会 との巡携を通じ、年一回イベン トを開催する。⇒ コロナで未開催

。尾上温泉旅館和]合 と連携 して、宿泊客の道の駅への誘客キャンペーンを展開する。

・朝 日漁業細.合からの仕入を通じた実演販売や体験教室の実施

・尾上来の会からの安定仕入を前提にしたメニュー開発 ⇒ Tl引
:究事業は受託

・長浜観光脇会インバウンド都会と連携 した海外観光客の立ち寄り誘致

・奥びわ宿の会との連携による PR

・びわ湖近江路観光圏協議会宿泊部会への積極的な情報発信

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

・SNSを 用いた積極的な情報発信 ⇒ 実施中

・運営会社 となる株式会相二紅魚|いのつながりを活用 した情報発信

・地域の細繊 と連携 した情報5Ъ信 ⇒ 宿泊施設の会議で情報発信

・施設内に配架するチランなどを工夫 し定州的な来館を促す広報活動を展開する。

′llllが 不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成 してください。



4 サービス向上等 【審査基準 :条例第 4条第 可号及び第 2号】

(1)利 用者等からのニーズの把握方法を提示してください。

・アプリや Webア ンケー トを通じた道の駅の評価委を実施

・祝光脇会や野鳥センターが実施するフォ トコンフ
~ス

トとの連携によるニーズの把握

・中日本総合観光機構 との連携による訪問データの収集

・景品I付きアンケー トの実施による顧客動向把握

・イベン トなどを通じた意見収集の機会毘供 とその実施

・ホームページを活用 した意見公募

(2)利 用者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

・ 目安箱を設置 し、利用者の不安や不満の解消に取 り糸[とむ。

・定期的に顧客満足度 llガl査 を実施する。

・改装資金に目途がつけば、道の駅 「事務室」をガラス張 りにし、お客様 とのコミュ

ニケーションを取りやすヤヽ環境を造成する。

(3)そ の他サービスの質を維持・向上するための取組について提示してください。

・社員問での褒賞制度を導入し、積傾的な業務改善につなげます。

・定すりJ山 な7捌
:修実施によるスタッフの能力向上

,こ まめな見回りとメン>ナンスによる状況改善

I悧 が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

5 施設の管理運営等 【審査基準 :条例第 4条第 3号及び第 4号】

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

・運営H体の経営する企業との共同口三入れ等による生L入単価の改善。

・水道光熱費の川年入先見直し。

・照明や冷暖房の効率的な使用に関し、内規 (マ ニュアル)を作成 し、従業員の誰で

もが適宜対応できる体制を整備する。

・サンルーフ積極活用 し、施設の弱点でもある西 日対策に取り組む。

・建物琵せ第り1側 の設置物を極力取り除き、自然風や光を取り込んだ運営を行 う。

・資源ごみの有償引取 り等によるごみ処理費用の節減



(2)利用料金の設定及び設定根拠について提示 してください。

区分 単位 使用料 (税込 ) 利用料金 (案 )

交流室 1‖寺F日 1,0201■ ] 2,200円

地域特産物販売所 販売代金

販売代金の 30%

20%
農林水産4勿販売所 販売代金 20%
レス トラン 販売代金 80%
地域情報室 販売代金 30%
(利用料金の設定根拠)

現状、近隣施設 (旅館)の会議室使用料が 5,500円 で設定 されてお り、その半額

としての交流室の利用料 とした。ただ し、イベン トや貸 し出 しのない期間は レス ト

ランの機能を布「完す る飲食スペースとして活用予定。

(3)維持管理業務 (清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度、今後の修繕計画等について提示

してください。

・定州的な植栽の整備

・降雪時における敷地内の速やかな除雪

・スタッフによるDH店前、 l刀
・l店後の積極的な施設清掃

。消火、避難訓練をはじめとする定期的な訓練の実施

(今後の修繕 )

=自 主的なもの=
・狭く暗い トイレヘの導線整備 ⇒ 施工済
。景観を阻害する自動販売機の移設 (施設の側面部へ) ⇒ 解消済
・駐車場の縁石除去による、駐車スペースの有効活用
・飲食スペースの座敷撤去と椅子テーブル化 ⇒ 計画変更、検討中
・事務所側壁のガラス張 り化と観光案内機能付力日のための改修 ⇒ 施工済

=協議および支援が必要な修繕=
・ トイレの建物からの分離または大規模な改修 ⇒ 検討中
・地下ガスタンクの移設 ⇒ 施工済
・建物北側駐車場の改修 と野鳥センターとの間仕切 り撤去 ⇒ 継続交渉中
・サイクリス ト、 トラッカーが利用可能なシャワー設備の設置 ⇒ 検討中

・給湯、給水設備 (過去に更新履歴無)の入れ替え ⇒ 計画中

′llllが 不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成 してください。

6 その他 【審査基準 :条例第 4条第 4号】

(1)利用者の個人情報を保護するための取組を提示してください。

・個人情報保護法に基づ く社内規則の整備

・専μ日家を招いた定す切的な研修の実施

・白治体等が行う71,lヽ修事業への参加



(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

・自主的なごみの削減

・ジサイクルに関するI皮 り細みの実施

・ごみの持ち込み削減に関する啓もう活動の実施

・館内でのびわ湖や滋賀の環境に関する展示または掲示の実施

(3)防 災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及び危機管理体制について提示してください。

・民問警研t会社Lと の契約による閉店～DH店までの施設警わ市の実施

・災害時の連絡網整備 と Yahoo緊急迪絡網の導入による速やかな危機管理対応

・食料研市蕎や災害対応への備品附入 と整理

(4)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

・湖底遺跡資料館の1千観受付と管理業務 (尾上自治会より委託)

これまで個人携刊キを窓日とされていた尾 _ヒ 白治会が管Jとする湖底追跡資料館の受付

や開錠業務に関して、自治会が委託される管理人さんと分担 し、施錠 。開錠を管理

している。また、配管に関する問い合わせ先は、応募企業が運営する「旅館紅魚|い」

となっており、管理人さんと連携 し、当日のガイ ド派遣手配を行 うことで利用料収

入の_Lげる手伝いを無償で行っている。

llllが 不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

7 自由提案 【審査基準 :条例第 4条第 2号及び第 5号】

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進 していくために提案したいこと、貴団体の独自性や

アピール したいこと、施設譲渡に対する考え方を記入してください。(例 :女性・若者の参画、資材等の

地元調達など)

・地域の団体とのつながりを駆使 して、道の駅が旅の目的地となるよう積極的に広報活

動を行います。

・道の駅の近隣で 60年以上にわたり経営を続ける宿Ⅵ3施設 として、

・立地を活かし、アウトドア用品I会社の出店誘致やイベン ト開催に積極的に取 り組みま

―
,~。

・ 2階交流室を活用 したクラブ活動の実施により、道の駅ファンを増やすことで、人の

交流や情‖交換が行われる場の提供を目指 します。

・ lノし行で地場産食材を活用 し、産直スペースに加工品を展開する「おふくろ亭」の糸睦続

入居を交渉 しており、これまで同様に地域の食を力Π工品として販売 していきます。



政府の未来投資会議が提言 した 「新たな成長戦略実行計画策定に関する中間報告」内

にあるMaaS(モ どリティアズアサービス)の普及を促進するための関連法案成立を前

提としたシャトルバスの運衛

【施設の譲波にF犬
Flし て】

。現状、旧西浅井町にあつた「つづらお荘」の譲渡計画に関する経緯などを踏まえると、

この道の駅は老朽化が進んだ現状ではまだ改善点が多く、今すぐの譲渡は非常に高い

ハー ドルと考えます。地域内の他施設・観光事業者との連携などを通じて、株式会社

紅鮎として指定管理に応募した様式第 2号 1-(3)(*別 紙①参照)で課題に挙げた

ような問題点解消に向けた施設改修、整備を所有者 (市)と 綿密に打ち合わせし実行

できれば、地域にしつかりと根ざした施設として、将来的な譲渡は可能と考えます。

土地建物を含めた完全譲渡に向け、運営者として課題の解決に注力することはもちろ

ん、所有者の支援を得ながら前進していきたいと思います。

相が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成してください。

審杏基準にて示す条例は、「長浜市公の施設の指定管理l者の指定の手続等に関する条例」のことです。



様式第 3号

収支計画書 (総括表)【審査基準 :条例第4条第3号及び第4号】

1 収入

2 支出

(単位 :千円)

合 計

0

1,036,200

1,080

1,037,280

9,300

2,300

1,048,880

令和 6年度

0

248,000

240

248,240

2,
，うつ
々

（
）

500

250,765

令和 5年度

0

236,000

240

236,240

2,
一ｂつ

と
０

500

238,765

令和 4年度

0

224,000

240

224,240

2,025

500

226,765

令和 3年度

0

212,200

240

212,440

2,
一ｂ９

々
０

500

214,965

令和 2年度 (実績)

0

100,250

0

100,250

1,245

0

101,495

科 目

指定管理料

利用料金収入

その他の収入

小計 (指定管理業務 )

自主事業収入など

体験事業収入

合 計

合 計

182,500

736,680

79,390

5,000

22,500

1,026,070

22,810

1,048,880

令和 6年度

45, 000

176,080

17, 900

1 000

5,800

245,780

4, 985

250,765

令和 5年度

42,500

167,560

17,650

1,000

5,200

233,910

4,855

238,765

令和 4年度

40, 000

159,040

17,450

000

4,700

222,190

4,575

226,765

令和 3年度

35,000

151,000

17,450

1,000

4,700

209,150

5,815

214,965

令和 2年度 (実績)

17,027

76,293

8,320

2,700

4,700

109,040

0

109,040

科 目

人件費

仕入

維持管理費

修繕費

その他の支出

小計 (指定管理業務 )

自主事業費など

合計

※審査基準にて示す条例は、「長浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」のこ乙です。



様式第 3号の 2

収支実績書 (年度別内訳表 )

年 度 令不日2ノ]三′支 (令不日2勺三9月 1日 ～令不H3年 3月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

浴十日 金 額 積算根拠等

1'旨矢せ今獣'芝lメ剣・ 0

利用料金収入 100,250

そ
の
他

交流室貸出 0 コロナで利用制限

一〓
Ｗ 0

小計 (指定管J!業務 ) 100,250

白主司T業収入 0 コロナで実施できず

自動販売機収入 1,245 5台 ×7か月 ×3万円

体験事業実施 0 コロナで実施できず

合計 101,495

2 支出

牟|「 | 企額 積算根拠等

人件費 17,027

′
l[ヲく、オ化 76,293

和|:

持
今ま
テ

姓|!

費

光熱水費 3,500

清掃費 840 人件費に含まれる

讐術費 300

消耗 I早T費 3,000 厨房機器等更新オど含む

保険料 200

ゴ ヽヽ
ヽ 処 理 480

各種 リース 0

計「 8,320

修鮮費 2,700 前事業者よりの整備不良改善等

そ
の

他

通信費 0 Wifi通信料など

広告宣伝費 200 協賛企やフォ トコンテス ト協賛など

福利厚生費 400

各種手数料 4,100 税瑚!士費用、デザイン料など

一〓
Ｗ 4,700

小計 (指定管理業務 ) 109,040

白主事業費 0 >ン トサウナ人件費等

体験事業支払 0 体験事業経費、仕入経費

糾費 0

合計 109,040

注 事業年度ごとに記入 してください。



収支計画書 (年度別内訳表 )

牟「FI 金 額 積算根拠等

指定管J!料 0

利用料金収入 212,200 売上として計算

そ
の
他

交流室貸出 240 2,000/「寺‖日×120「寺‖日 (些降日不可月]30匝 |)

一̈

Ｗ 240

小計 (指定管Jと業務 ) 212,440

白主事業収入 225 テン トサウナ利用料 15,000円 ×15回

白:[l力販売機収入 1,800 5台 ×12か月 ×3万円

体験事業実施 500 びわ湖体験、湖上タクシー等

合計 214,965

年 度 令不H3年度 (令・不日3勺i4月 1日 ～令デH4年 3月 81日 )

1 'l又ノ( (単位 :千円)

2 支出

科「 | 金額 積算根拠等

人件費 35,000 賞与 。法定福利費含む

仕入れ 151,000

剰|:

持
今彗'

蛯世
費

光熱水費 10,000 物価上昇を力H味

清掃費 1,800 清掃範匹|の拡充と時間増に対応

警研,費 500 現業者を踏襲した場合

消耗 I垢告費 1,800

保険料 350

ゴ ヽヽ
＼ 処 )「 1,200

各種 リース 1,800

計ト 17,450

修縛費 1,000

そ
の

他

通信費 700

広告宣伝費 2,000 協賛企やフォ トコンテス ト脇賛など

福利厚生費 1,700

各種手数料 300

一ュ
Ｗ 4,700

小計 (指定管理業務 ) 209,150

白主事業費 360 テン トサウナ人窄F費等

体験事業支払 470

刻t費 4,985 想定外費用、防災機器点検費用など

合 計 214,965

注 事業年度ごとに記入 してください。



収支計画書 (年度別内訳表 )

牟I「 | 企額 積算根拠等

キ旨矢こ今争逆LメS「 0

利用料金収入 ４９
，
９

， 000 売上 として

そ
の
他

交流室貸出 240 2,000/時 間×120時間 (些卜口利用 30回 )

計「 240

小計 (1常 定管Jと業務) 224,240

白主事業収入 225 >ン トサウナ利用料 15,000円 X15回

自動販売機収入 1,800 5台 ×12プJヽ )]× 3万円

体険司T業実施 500 びわ第り1体験、湖上タクシー等

合 詞 226,765

年 度 令不‖4イ手農E(∠缶不H4ど千4)]1日 へ孝缶不H5イ手3月 81日 )

1 収入 (単位 :千円)

2 支出

科 FI 企額 積算根拠等

人件費 40,000 人員布「強のための増員

仕入れ 159,040

和|:

持
管
逆|!

費

光熱水費 10,000

清掃費 1,800

警術費 500

消耗 I昇I費 1,800

保険料 350

ヽヽ
＼

ゴ
処 理 1,200

各種 リース 1,800

一ェ
中 17,450

修鮮費 1,000

そ
の

他

通信費 700

広告宣伝費 2,000 情報5Ъ信、協賛金、フォ トコン協賛など

桐利厚生費 1,700

各種手数料 300

一ュ
Ｗ 4,700

小計 (指定管理業務 ) 222,190

白主可T業費 860 テン トサウナ人件費等

体験事業支払 470

州t費 3,745 特殊建築物確認申詰費用など

合 詞 226,765

注 可I業年度ごとに記入 してください。



収支計画書 (年度別内訳表 )

年 度 令不日5勺i度 (令不日5たF4月 1日 ～令不日6年 8月 31日 )

1 収入 (単位 :千円)

浴十日 企 額 積算根拠等

キ旨矢ご4年逆I!メ引テ 0

利用刈金́収入 236,000 売上 として

そ
の
他

交流室貸出 240 2,000/「 1寺 F日 ×120‖寺‖日 (H全 国不可用 30匹つ

計「 240

小計 (指定管芝l業務 ) 236,240

白主事業収入 225 テン トサウナ利用料 15,000円 ×151111

自動販売機収入 1,800 5台 ×12か月 ×3万 P]

体険事業実施 500 びわ湖体険、湖上タクシー等

合 詞 238,765

2 支出

牟1目 企額 積算根拠等

人件費 42,500

仕入れ 167,560 仕入支払、レス トラン原材料仕入れなど

沖イに
持
管
〕ll!

費

光熱水費 10,000

清掃費 2,000 トイレの経年劣化による清掃回数増に対応

讐術費 500

消耗品費 1,800

保険料 350

ゴ ミヽ 処芝I! 1,200

各種 リース 1,800

計「 17,650

修経費 1,000

そ
の

他

通信費 700

広告宣伝費 2,500 HP改修、SNSでの発信など

福利厚生費 1,700

各種手数料 300

一ユ
Ｗ 5,200

小計 (指定管Jと業務 ) 233,910

白主司T業費 360 テン トサウナ人件費等

体験司T業支払 470

椰費 4,025 各種点倹費用等

合 計 238,765

注 )業年度ごとに記入 してください。



収支計画書 (年度別内訳表 )

年 度 令不H6年度 (令不H6勾三4)ヨ 1 日―令不日7有三3月 8 1 に|)

1 収入 (単位 :千円)

科 日 企 額 積算根拠等

指定管虻l料 0

利用刈企́l反入 248,000 売上 として

そ
の
他

交流室貸出 240 2,000/時 間×120時間 (半 日利用 30回 )

一三
Ｗ 240

小計 (指定管理業務 ) 248,240

白主事業 ll~虻入 225 テン トサウナ利用料 15,000円 ×15回

自動販売機収入 1,800 5台 ×12か月 ×3万円

体験事業実施 500 びわ湖体験、湖上タクシー等

合計 250,765

2 支出

科 EI 金額 積算根拠等

人件費 45,000 来場者増に対する哨員など

仕入れ 176,080

和佐
持
今拿
テ

ユ「l

費

光熱水費 10,000 物価上昇などを加味

清掃費 2,000

讐柿費 500

消耗 1早I費 2,000 来場者増対応

保険料 350

ゴ ヽヽ
ヽ 処延[! 1,050

各種 リース 2,000 更新等を加味

計「 17,900

修紺費 1,000

そ
の

他

通信費 1,000 Wifi修繕など

広告宣伝費 2,500

柄利厚生費 2,000

各種手数メSI 300

一三
“ 5,800

小計 (指定管瑚!業務 ) 245,780

白主芋業費 360 テン トサウナ人件費等

体険事業支払 470

州に費 4,155 点検費用など

合計 250,765

注 事業年度ごとに記入してください。



別紙 ユ

様式第 2号

事業計画書 (提案の概要)

募集施設の名称 湖北みずどリステーション

申
請
者

D〒7生ナ也 滋賀県長浜市湖北町尾上 107

団体名 株式会社 紅魚Iい

代表者氏名 山本 清蔵

1 管理運営についての基本方針等 【審査基準 :条例第 4条第 1号及び第 2号】

(1)施設の管理運営に

ついての基本方針

風光明媚で豊かな自然環境に恵まれた湖畔の立地を生かし、次の3

つの柱を基に道の駅の運営に取り組みます。

【人口減少准ヒ会において、地域住民にとつての新しいインフラとな
る次世代型コミュニティとしての「道の駅」モデルを目指します。】
【地元の共同体と湖北のローカルプレーヤーによる、地域貢献型の

運営体制を目指します。】
【農業、漁業、観光、防災における地域との強固な連携を実現し、
海外ともつながるグローバルかつローカルな連携を目指します。】

(2)指 定管理者を希望

する理由・目的

三大大都市圏の三叉路である地域性、現状で外から来た若者が住民

として定着 し始めた住みやすい居住性、自然・文化・歴史をしつか

りと表 した伝承性を持つこの湖北地域。そんな地域で創業から60年

Fll、 湖岸の風景の移 り変わり、市域の人の流れや喋境の変化を共に

歩んできた企業として道の駅の運営を希望します。

(3)施設の課題とその

対応

現状での課題 と対応策を記述 します。
・さざなみ街道の通行量に比べ観光目的の立ち寄 り利用が少なく、

トノFレや白販機利用など通過施設 と化 している。
→ 定期的な整備が必要と考えます。 トイレ等の大きなインフラは

県や市と協力 し対応 します。植栽の管理やサインの掲示は独 自

にこまめに行 うことで、まずは敷地内に流入する利用者を増や

します。
・設備の老朽化に伴 う来場者数の落ち込み
→ 老朽化への対応に関しては次年度以降、利益を生み出せる体制

に移行後に、市と脇議 しながら取り組むことと考えています。

他方、マンパワー (シ フ トや人員配置の工夫)の改善でカバー

できることは多く、例えば、集客動向を分析 した上での体館 口

設定や営業時間の工夫、導線の工夫により来場者数を増やすこ

とで収支を均衡状態まで持って行くことが可能 と考えます。た

だし、平成 13年に共用開始後に大規模な改装はなく、レジから

見波せない売 り場 (万引きの常態化)や、道の駅化するときに

トイレを無理や り24時間化サ
~る

など、道の駅の構造としては大

きな欠点が散見されます。これ らの点については、建物構造上

の改修なども関係することから、指定管理を受諾できた後は、


